
福井県公立学校学習者用コンピュータの共同調達(令和７年度 ChromeOS 調達分)に係る 

提案書等作成要領 

 

 

 本業務、福井県公立学校学習者用コンピュータの共同調達(令和７年度ChromeOS調達分)

に係る提案書作成要領は次のとおりです。 

 

１ 提案書の内容 

  提案書は次の内容について作成してください。 

項目 評価項目 記載内容 

全体 ― ・今回の提案全体について、概要の説明を記述してください。 

学習者用コ

ンピュータ 

学習者用コ

ンピュータ 

・仕様書の各項目を満たしているか記載すること。 

・仕様書に記載の性能を超える事項がある場合はその点を記載すること。 

・１台あたりの端末価格(税抜)を記載すること。 

管理ソフト

(MDM) 

管理ソフト

(MDM) 

・仕様書の各項目を満たしているか記載すること。 

・提案する管理ソフト(MDM)に係る価格(税抜)を記載すること。 

サービスの

提案 

端末廃棄サ

ービス 

・仕様書に沿った内容を記載すること。 

・仕様書に記載された内容に加え、そのほか提案できる内容があれば記

載すること。 

・１台あたりの廃棄にかかる価格(税抜)を記載すること。 

バッテリー

交換サービ

ス 

・仕様書に沿った内容を記載すること。 

・仕様書に記載された内容に加え、そのほか提案できる内容があれば記

載すること。 

・１台あたりの価格(税抜)を記載すること。 

その他の提

案 

その他の提

案 

・無償サービスは、これまで無償で実施している事項や共同調達の学習

用コンピュータの提案にあたって特別に無償とするサービスなどがあれ

ば具体的に記載すること。 

・無償サービスの期間を記載すること。 

・有償サービスの１件あたり費用(税抜)または年間費用(税抜)を記載する

こと。 

納品等 納品等 ・仕様書に沿った内容が対応可能か記載すること。 

・仕様書に記載された内容に加え、その他提案できる内容があれば記載

すること。 

・１台あたりの機器の設置や納入にかかる価格(税抜)を記載すること。 

実績 実績 ・chromebookの納品実績があれば具体的に記載すること。 

・自治体や学校への納品実績があれば具体的に記載すること。 

プロジェク

ト実施方針 

プロジェク

ト実施方針 

・プロジェクト管理方法を記載すること。 

・スケジュールおよび根拠を記載すること。 

業務実行体

制 

業務実行体

制 

・プロジェクト責任者を明確にすること。 

・プロジェクトを遂行するメンバが保持している資格を明らかにするこ

と。 

 



・上記内容について、必要があれば追加の資料（パンフレット等）の提示を認めます。 

その場合は予め追加の資料について添付してください。 

・できるだけ簡便な表現を行い、専門家でなくとも評価可能な記述をしてください。 

・追加の提案については、追加であることを分かりやすく明示してください。 

・この提案書を元とした、プレゼンテーションを行う上で必要な資料があれば提出を

認めます。 

２ 書式 

（１） 以下の書式に基づき作成するものとします。 

（２） Ａ４版横書きとし、両面印刷としてください。 

ただし、添付資料はＡ４版横またはＡ３版でも可とします。 

それぞれの内容は簡潔に記述し、文字のポイントは１１ポイント程度とします。 

（３） 「提案書」は、次のように編纂してください。 

     「１ 提案書の内容」の項番および項目を、提案書の項番および項目としてく

ださい。 

     ページ数は、３０ページ以内としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）上記のすべてを、光学記録媒体にも収録して提出してください。 

 

３ 企画提案書の提出 

  提案書は、企画提案募集要綱に示す内容に従って提出してください。 

 

４ その他 

（１）  提案書の作成および提出に係る費用は、提案者の負担とします。 

（２）  提案書の取り扱い 

   ア 提出された提案書は、福井県公立学校学習者用コンピュータの共同調達に係る

審査を行う目的以外に提出者に無断で使用しません。 

   イ 提案書の提出後、本県の判断により補足資料の提出を求める場合があります。 

   ウ 提案書に虚偽の記載をした場合は、無効とします。 

   エ 提出された提案書は返却しません。 

   オ 提出された後の提案書の変更、差し替えおよび再提出を行う場合は、理由書と

併せて前後対照表を提出し、認められた場合のみ可能とします。 

（３）  その他 

   ア 提案書の提出は、１提案者につき１案のみとします。 

   イ 提案書の記述が、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利

追加資料等 

 
提案書 

 

 1.1全体 

     ・ 

     ・ 

     ・ 



の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、提案者が負うこととしま

す。 

   ウ 提案書の著作権は、提案者に帰属します。 


